
      福岡市カラオケボックスの設置等に関する指導要綱の流れ 

  項  目        内         容   備   考 

 

１計画の公開 

 （第 3 条） 

 

○ 敷地内の見やすい場所に設置計画概要を記載した標識

を設置し、計画を公開する。 

○ 設置期間は、事前協議書提出の日の３０日前の日から

設置工事完了まで。 

・様式第１号 

・標識設置をこども

未来局こども健全

育成課へ連絡 

 

２計画の事前説明

（第 4 条） 

 

 

 

○ 近隣住民への説明（第１項 市内全域） 

・自治協議会長、校区青少年育成連合会長、小・中学校

ＰＴＡ会長等青少年関係団体の長及び町内会長 

○ 隣接地住民への説明（第２項 住居系地域） 

・隣接地住民に説明し、了解を得るように努めること。 

・場所や事案によっては協定書、同意書徴取も検討 

・様式第２号 

・説明対象は、自治

協議会長に相談 

・事前説明事項（実

施要領第３条） 

 

３事前協議 

 （第 5 条） 

 

 

○ 事前協議書添付書類 

・付近見取図、配置図、平面図、立面図、断面図、看板

等の立面図等 

・営業時間、営業に関する計画書 

 ・その他市長が必要と認める図書 

・様式第３号 

 

４構造、設備 

 （第 6 条） 

 

 

○ 密室化の防止 

・個室の内部が外部から容易に見通すことができる構造

の窓を設けること。（個室床面積の２０分の１以上） 

・窓の材質は透明なガラス等で、出入口には施錠設備を

設けないこと。  

・参考 

窓の有効開口面積

のチェック（記載例） 

 

５営業に関する事

項（第 8 条） 

 

○ 青少年の入場制限 

・青少年を午後１１時から午前４時までの間は入場させ

ないこと。（県条例第３５条） 

・２０歳未満の者に酒類やたばこを提供しないこと。 

・県条例３５条～深夜に

おける興行場等への入

場制限､掲示義務 

 (下欄外記載) 

 

６利用基準 

（第 9 条） 

○営業時間その他青少年に配慮したカラオケボックスの

利用基準を定め、これを見やすい場所に掲示し、利用者

に遵守させること。 

・第 9 条の項目を満たすこと 

・利用基準の制定 

 

 

 

７手続きの流れ 

① 計画の公開 

② 協議書の提出（標識の設置から 30 日経過後） 

③ 市長の判定（協議完了） 

・協議書提出４通 

［正１通、副３通］ 

・福岡県青少年健全育成条例 第 35 条第 1 項(深夜の入場規制)、第 2 項(掲示義務) 

      同       施行規則 第 18 条(様式) 

・未成年者飲酒禁止法、未成年者喫煙禁止法 



№ 部屋タイプ 床面積 ×1/20 窓面積 判定 備考

1 2.370 × 3.240 ＝ 7.679 0.384 ≦ 0.542 OK

2 2.000 × 3.740 = 7.480 0.374 ≦ 0.542 OK

3 2.000 × 3.740 = 7.480 0.374 ≦ 0.542 OK

4 2.000 × 3.740 = 7.480 0.374 ≦ 0.542 OK

5 2.000 × 3.740 = 7.480 0.374 ≦ 0.542 OK

6 3.050 × 3.740 = 11.407 0.570 ≦ 0.697 OK

7 3.050 × 3.740 = 11.407 0.570 ≦ 0.697 OK

8 3.050 × 3.740 = 11.407 0.570 ≦ 0.697 OK

10 2.370 × 3.240 ＝ 7.679 0.384 ≦ 0.542 OK

11 2.000 × 3.740 = 7.480 0.374 ≦ 0.542 OK

12 2.000 × 3.740 = 7.480 0.374 ≦ 0.542 OK

13 2.000 × 3.740 = 7.480 0.374 ≦ 0.542 OK

14 2.000 × 3.740 = 7.480 0.374 ≦ 0.542 OK

15 3.050 × 3.740 = 11.407 0.570 ≦ 0.697 OK

16 3.050 × 3.740 = 11.407 0.570 ≦ 0.697 OK

17 3.050 × 3.740 = 11.407 0.570 ≦ 0.697 OK

18 3.050 × 3.740 = 11.407 0.570 ≦ 0.697 OK

19 3.050 × 3.740 = 11.407 0.570 ≦ 0.697 OK

20 3.050 × 3.740 = 11.407 0.570 ≦ 0.697 OK

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

記 載 例

窓 の 有 効 開 口 面 積 の チ ェ ッ ク （単位：㎡）

9 ③ 5.570 × 4.000 = 22.280 1.114 ≦ 1.239 OK
追加で廊下側に透明ガラ

ス製の〇〇㎡の窓設置

①

②

①

②

個室床計算式
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